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第 １ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成３０年１月１７日（水）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・ 3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・ 4 田村
た む ら

 明
あきら

・ 5 前川
まえかわ

 洋子
よ う こ

 

           8 喜多
き た

 義幸
よしゆき

・10 川口
かわぐち

 邦次
く に じ

・11 横山
よこやま

 帛生
は く お

・12 淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

 

13 平井
ひ ら い

 秀次
ひでつぐ

・19 佐野
さ の

すま子
こ

・21 坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

・24 川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

以上１２名 

 

欠 席 委 員   2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・ 9 石井
い し い

 康宏
やすひろ

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 喜多 義幸 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：後藤副主幹 美里：小林担当主幹 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者  11 横山
よこやま

 帛生
は く お

・12 淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

 

 

事      項 

 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第 ２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第 ３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第 ４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第 ５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第 ６号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第 ７号 買受適格証明願（公売）について 

 

 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第 ３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第 ４号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移転） 

 議案第 ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第 ７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第 ８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権） 

 議案第 ９号 非農地証明願について 

 議案第１０号 買受適格証明願（公売）について 

 議案第１１号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地利用集積計画の 

        決定について（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   第１回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日のご欠席は２番の太田義政委員、９番の石井康宏委員の２名でございま

す。 

出席委員は１２名です。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       １１番の横山帛生委員、１２番の淺生哲也委員、よろしくお願いいたしま

す。 

       まず初めに、会長の専決等の報告案件に入ります。報告１号から第７号ま

で、事務局から一括してご報告をお願いいたします。 

 

事 務 局   大変失礼ですけれども、座って説明させていただきます。よろしくお願いし

ます。 

       それでは、議案書１ページから３ページでございます。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から２０で、３ページのほうをご覧いただきますようお願いいたしま

す。合計件数は２０件、合計面積は田で６万９，５６４㎡でございます。 

       これにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約

したものであります。 

       続きまして、４ページから９ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から１２で、９ページをお願いいたします。件数は合計１２件、合計

面積は７万２，２５３．７０㎡、内訳としまして田が５万８，０１１㎡、畑が

１万４,２４２．７０㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が宅地になっているところにつきましては、無断転用の可能

性がありますので、届出人に対して指導をさせていただいております。 

       １０ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、学習塾用地 

       番号２、貸駐車場用地 

       番号３、賃貸住宅用地 

       この３件で、合計面積は７２９．４９㎡、このうち田が８．４９㎡、畑が７

２１㎡でございます。 

       １１ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、物置用地 

       番号２、一般個人住宅用地 

       番号３及び番号４、駐車場用地 
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       番号５、一般個人住宅用地 

       番号６、貸駐車場用地 

       番号７、宅地及び駐車場用地 

       番号８、資材置場用地 

       番号９、一般個人住宅用地 

       番号１０、宅地分譲用地 

       番号１１、一般個人住宅用地 

       番号１２、駐車場用地 

       番号１３、資材置場用地 

       番号１４、駐車場用地 

       でございます。 

       以上、件数は１４件で、合計面積は５，５０３．４９㎡、内訳としまして田

が２，３２２．４９㎡、畑が３，１８１㎡でございます。 

       １２ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地の１件で、合計面積は畑で３７３㎡でございま

す。 

       １３ページをお願いいたします。 

       報告第６号 時効取得による所有権移転についてでございます。 

       番号１、権利者     、申請地は田で６４３㎡外１筆で、取得年月日は

昭和６４年１月１日でございます。 

       この案件につきまして、権利者は、当該土地を２０年以上にわたり自己の所

有地として維持管理しており、時効取得が完成しております。 

       １４ページをお願いいたします。 

       報告第７号 買受適格証明願（公売）についてでございます。 

       番号１、公売対象農地 末広町    、台帳地目 田、現況地目 畑、 

面積 ５９５㎡、届出人 ㈲     取締役     。 

       これにつきましては、津地方裁判所が行います不動産競売に参加するための

証明願で、落札後は一般個人住宅用地とするために、対象農地が市街化区域内

でありますことから、農地法第５条の届出が添付されております。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

       それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   議案書１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

       農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 一身田、受人     （持分１０分の１）、面積 １万

２，２６５．４９㎡、渡人     （持分１０分の１）、面積 １万２，２

６５．４９㎡、申請地 一身田上津部田ヨノ坪    、台帳地目 田、現況
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地目 畑、面積 ３７㎡外１筆で、合計面積 ４７０㎡。 

       これにつきましては、生前部分贈与で、受人は申請地の１０分の１の持ち分

を譲り受けるものです。 

       番号２、地区 一身田、受人     、面積 １２万９，１３１㎡、渡

人     、面積 ２，３２５．５４㎡、申請地 一身田豊野にノ

坪    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３３７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号３、地区 神戸、受人     （持分３分の１）外２名、面積 １万

４５８㎡、渡人     、面積 １万４５８㎡、申請地 野田大

坪    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 １，６９５㎡外３筆で、合

計面積 １万４５８㎡。 

       これにつきましては、    申請地を生前一括贈与するものです。 

       番号４、地区 櫛形、受人     、面積 ６３万８９３㎡、渡

人     、面積 ９,４２１㎡、申請地 分部堀田    、台帳地目・

現況地目とも畑で、面積 ２１１㎡外１筆で、合計面積 １，４７１㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化のため労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       番号５、地区 片田、受人     、面積 １万１，６２５㎡、渡

人     、面積 １，２０７㎡、申請地 片田長谷場町角ド    、台

帳地目・現況地目とも畑で、面積 ４９㎡外１筆で、合計面積 ９１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号６、地区 雲出、受人     、面積 ７，６０８㎡、渡

人     、面積 ３，６６７㎡、申請地 雲出伊倉津町十四割    、

台帳地目・現況地目とも田で、面積 １，１０９㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化のため営農を縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

      番号７、地区 大里、受人     、面積 ２万５，５５９㎡、渡

人     、面積 １，８７７㎡、申請地 大里窪田町平尾前    、台

帳地目・現況地目とも田で、面積 ８８７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号８、地区 大里、受人     、面積 １２万３，１９９．９１㎡、

渡人     、面積 ４，６２２㎡、申請地 大里窪田町橋垣内    、

台帳地目・現況地目とも田で、面積 ３３７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       １６ページをお願いいたします。 

       番号９、地区 黒田、受人     、面積 ２万６，９５０．５１㎡、渡

人     、面積 ５，８６７㎡、申請地 河芸町浜田小脇    、台帳

地目・現況地目とも田で、面積 １００㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化のため営農を縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号１０、地区 黒田、受人     、面積 ４，７０７㎡、渡

人     、面積 ８５１．３２㎡、申請地 河芸町三行小林    、台
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帳地目・現況地目とも畑で、面積 ２２１㎡外１筆で、合計面積 ３７３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

       番号１１、地区 明、受人     、面積 ６，２５９㎡、渡

人     、面積 ７，７２３㎡、申請地 芸濃町忍田地蔵堂    、台

帳地目・現況地目とも田で、面積 １，６４７㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号１２、地区 村主、受人     、面積 ２，３６０㎡、渡人 亡

き    、相続財産管理人弁護士     、面積 ２，３６０㎡、申請地 

安濃町南神山井坪    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 １，０３２

㎡外８筆で、合計面積 ６，７３８㎡。 

       これにつきましては、相続財産管理のための所有権移転になります。 

       以上、件数は合計１２件で、合計面積は２万４，０４９㎡、このうち田が２

万１，４００㎡、畑が２，６４９㎡でございます。 

       これらの案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限

面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局のご説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

田村委員   ４番、田村です。１月１１日に現地確認を行いました。地元推進委員も特に

意見はないということで問題ないと判断いたします。 

       続きまして、２番のほうの回答させていただきます。 

１月の１１日、現地確認を行いまして、地元推進委員も特に意見はないとい

うことで、事務局説明どおり問題ないと判断いたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号３番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１月１１日の日に、地元推進委員と連絡をとり聞き取りし

たところ、特に問題ないということですのでお願いします。 

 

議  長   ありがとう。 

       番号４番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１月１５日の日に、地元推進委員へ連絡をとり、聞き取り

したところ特に問題はないということでした。つづいて５番もですが、１月１

５日に地元推進委員と連絡をとり、聞き取りしたところ特に問題ないというこ

とでした。２件とも事務局の説明どおりで問題ないと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

議  長   番号６番。 
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太田委員   １番、太田です。これは事務局の説明どおり問題ないということで、よろし

くお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号７、８番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。１月１４日に地元推進委員と一緒に現地確認をしました。

いずれも問題ないということで、事務局の説明どおり問題ありません。よろし

くお願いします。 

 

議  長   番号９番、１０番については、私の担当地区になります。９番は事務局の説

明のとおりで地元推進委員からも意見はありませんでした。 

１０番は、地元推進委員に確認しましたが、別に問題ないということでした

ので、よろしくお願いします。 

       番号１１番。 

 

川口委員   １０番、川口です。１０日の日に現地確認をしました。地元推進委員は当日

欠席でしたが、他地区担当の推進委員が同席していただき、別に問題ないとの

ことでした。事務局の説明どおりで問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１２番。 

 

平井委員   １３番、平井です。１月の１０日に現地確認を行いました。地元推進委員も

問題なしということでございますので、事務局の説明どおり問題ないというこ

とです。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第１号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借

権）、事務局のご説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案書１７ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）でご

ざいます。 

       番号１、地区 雲出、借人 ㈱     代表取締役     、面積 １

８万７，２５５㎡、貸人     、面積 ９，７５３㎡、申請地 雲出本郷

町一ノ割    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 １，１４０㎡外１筆

で、合計面積 ３，５１３㎡。 

       これにつきましては、借人は、高齢化のため労力不足の貸人と申請地に５年

間の賃貸借権を設定し、営農を拡大するものです。 
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       件数はこの１件で、この案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時

従事要件、下限面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号に

は該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

太田委員   １番、太田です。地元推進委員も問題ないということですので、事務局の説

明どおりよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとう。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん

はいかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第２号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局のご説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでございま

す。 

       番号１、地区 神戸、申請者     、申請地 神戸中垣内    、台

帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １０５㎡外１筆で、合計面積 ３８６

㎡。 

       これにつきましては、２５年ほど前に農業用倉庫を建築されておりまして、

始末書が提出されておりますことから追認しようとするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、この案件につきまして、農地法第４条第２項各号には該

当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       事務局のご説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１月１０日の日に地元推進委員と現地確認をしまして、始

末書も提出されているということから、事務局の説明どおり特に問題ないと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとう。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで
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すか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号については

許可することに決定いたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について、

事務局のご説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 上野、受人     、渡人     、申請地 河芸町久

知野橋爪    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３２３㎡。 

       これにつきましては、平成２９年１１月１６日に所有権移転で許可をした案

件でございますが、使用貸借権の設定に変更するということで、このたび許可

の取消願が提出されております。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局のご説明が終わりました。地元委員さんのご意見を伺います。 

       私の担当地区ですが、事務局から説明のあったとおりでございますのでよろ

しくお願いいたします。 

       それでは、地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さ

ん、いかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号については

許可することに決定いたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局のご説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案書２０ページから２２ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 野田法事

谷    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 １，１４１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積が４５９．３６㎡、転用面積の４０．３％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 神戸、受人 社会福祉法人     理事長     、渡

人     、申請地 野田鎌切    、台帳地目・現況地目とも畑で、面

積 ２，６１１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を職員用
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の駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号３、地区 安東、受人      会長     、渡人     、

申請地 北河路町東浦    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ４３

㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を墓地へ

の通路用地とするものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されます。 

       番号４、地区 安東、受人      会長     、渡人     、

申請地 北河路町東浦    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ２３

㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、先ほどと同じく

墓地への通路用地とするものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されます。 

       番号５、地区 櫛形、受人 ㈱     代表取締役     、渡

人     、申請地 分部赤坂    、台帳地目・現況地目とも田で、面

積 １，４４４㎡外１筆で、合計面積 １，６３６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は７８５㎡、転用面積の４７．９％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 櫛形、受人 社会福祉法人     理事     、渡

人     、申請地 産品中之谷    、台帳地目・現況地目とも田で、

面積 ７４３㎡外３筆で、合計面積 １，１７５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地に檜を植

林するものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 高茶屋、受人     ㈱ 代表取締役     、渡

人     、申請地 高茶屋小森町竹縄    、台帳地目・現況地目とも

田で、面積 １３６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を道路用

地とするものです。 

       なお、この案件につきましては、次に出てきます議案第６号の番号１の案件

と一体利用されるというものでございます。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号８、地区 黒田、受人 ㈲     代表取締役     、渡

人     、申請地 河芸町北黒田御絵堂    、台帳地目・現況地目と

も田で、面積 ３４７㎡外４筆で、２１ページのほうをお願いいたします。合

計面積で１，８４７㎡でございます。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号９、地区 黒田、受人 ㈲     代表取締役     、渡

人     、申請地 河芸町北黒田絞り    、台帳地目・現況地目とも

畑で、面積 ５６７㎡。 

       これにつきましても先ほどと同様、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申
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請地を資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１０、地区 黒田、受人 ㈲     代表取締役     、渡

人     、申請地 河芸町三行大門    、台帳地目 田、現況地目 

雑種地域、面積 ７０㎡外３筆で、合計面積 ２，３３２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものですが、２５年ほど前からこの目的で既に使用されておりま

して、始末書が提出されております。ということから、追認しようとするもの

です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１１、地区 安西、受人     、渡人     、申請地 芸濃町

小野平清水    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 ９５２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４８０．９６㎡、転用面積の５１％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

        番号１２、地区 安濃、受人     、転用後の賃借人が㈱    

代表取締役     になります。渡人が    、申請地 安濃町安濃

柱    、台帳地・現況地目とも畑で、面積 ３００㎡外４筆で、合計面積 

８１０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は４５９．２㎡、転用面積の５７％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１３、地区 安濃、受人 ㈱     代表取締役     （持分２

分の１）外１名で、渡人     外１名、申請地 安濃町太田水

壁    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ３２７㎡外１筆で、合計面

積 ７０５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地及び駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号１４、地区 安濃、受人 ㈲     代表取締役     、渡人 

外１名、申請地 安濃町曽根前    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 

２，４３５㎡。 

       ２２ページをお願いいたします。 

       外１筆で、合計面積が６，７８２㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を建売分

譲住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は１４件で、合計面積は１万８，４１０㎡、このうち田が１万

５，２４１㎡、畑が３，１６９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 



 11

       番号１、２番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１番は、１月１０日の日に会長、部会長、それから地元推

進委員と現地確認をしました。今までここは遊休農地になっていたため、地元

の自治会の方も太陽光発電をしてもらえるのならいいのではないかとのことで

した。事務局の説明どおり特に問題ないということですのでよろしくお願いし

ます。 

       それから、２番。１月１０日の日に地元推進委員と現地確認をいたしまし

て、事務局の説明どおり特に問題ないということですのでよろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます 

       番号３番。 

 

事 務 局   番号３番、番号４番につきましては、太田委員の担当地域になります。本日

欠席されておりますが、事前に問題ないということでご連絡いただいておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとう 

       番号５番。 

 

前川委員   ５番、前川です。１月１０日の日に会長、部会長、地元推進委員と現地確認

をいたしました。推進委員が事業者へ地元の意見を聞いてほしいということで

依頼していただき、その後話をしてもらいました。あとは事務局の説明どおり

特に問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

       ６番、これも１月１０日の日に会長、部会長、地元推進委員と現地確認をし

まして、事務局の説明どおり特に問題ないと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとう 

       番号７番。 

 

太田委員   １番、太田です。これは、地元推進委員も問題ないということでした。これ

は先ほど事務局から説明があったとおり、次の議案で提案する場所と一体利用

をしようとするものです。よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号８番、９番、１０番 

       これは私の担当地区になりますが、１月の１０日に守山会長、私、事務局と

現地確認を実施したところ、地元推進委員も別に問題なしということで、事務

局の説明どおりでよろしくお願いします。 

       番号１１番。 

 

事 務 局   こちらは石井委員の所管地域になります。本日欠席されておりますが、事前

に問題ないということでお返事いただいておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 
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議  長   番号１２番、１３番。 

 

淺生委員   １２番、淺生です。地元推進委員も別に問題なしということでございます。 

       １３番、地元推進委員も問題なしということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   １４番。 

 

 

淺生委員   １２番、淺生です。会長、部会長と共に現地確認をした結果、別に問題なし

ということです。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第５号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２３ページから２５ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

       番号１、地区 高茶屋、借人     ㈱ 代表取締役     、貸人 

外１９名、申請地 高茶屋小森町竹縄    、台帳地目・現況地目とも田

で、面積８３４㎡外３１筆で、合計面積としましては３万１，０４９㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を駐車場及び道路用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 明合、借人     ㈱ 代表取締役     、貸人 

外１名、申請地 安濃町野口大谷    、台帳地目・現況地目とも畑で、面

積 ５９８㎡外１０筆で、２５ページになりますが、合計面積は７，６６９㎡

です。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は３，８２０．９６㎡、転用面積の５０％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件で、合計面積は３万８，７１８㎡、このうち田が３万３，

５１６㎡、畑が３，２１９㎡、その他ですが、これは台帳地目が山林となって

いる農地でございます。これが１，９８３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 
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       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局のご説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

太田委員   １番、太田です。これは１０日の日に守山会長、それから部会長、それから

地元推進委員と現地確認を実施しました。事務局の説明どおり問題ないという

ことで、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２番。 

 

淺生委員   １２番、淺生です。地元推進委員、また会長、部会長ともに現地確認をした

結果、問題なしということでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第６号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使

用貸借）、事務局のご説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案書２６ページをお願いいたします。 

       議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、地区 安東、借人 ㈱     代表取締役     、貸

人     、申請地 観音寺町中戸井    、台帳地目 田、現況地目 

雑種地、面積 ９１２㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と永年の使用貸借権を設定し、申請地を

従業員用駐車場用地とするものですが、昭和５０年ごろから既にこの目的で使

用されておりまして、始末書が提出されておりますことから追認しようとする

ものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されます。 

       番号２、地区 雲出、借人     、貸人     、申請地 雲出本郷

町北山ノ後    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３３３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の使用貸借権を設定し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。ただ昨年５月からこの目的で使用さ

れておりまして、始末書が提出されておりますことから追認しようとするもの

です。 

       パネル設置面積が１６８．３㎡、転用面積の５１％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 大里、借人     、貸人     、申請地 大里山室
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町西川原    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ３０５㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と永年の使用貸借権を設定し、申請地を

一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号４、地区 上野、借人     、貸人     、申請地 河芸町久

知野橋爪    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 ３２３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と永年の使用貸借権を設定し、申請地を

農家用住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 安濃、借人     外１名、貸人     、申請地 安

濃町内多山出    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ４１９㎡のうち

２４６㎡外１筆で、合計面積で２８８㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の使用貸借権を設定し、申請

地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は５件で、合計面積が２，１６１㎡、このうち田が１，５６８

㎡、畑が５９３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局のご説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

事 務 局   議長、すみません。安東の案件、本日欠席の太田委員の担当地域になりま

す。問題ないということで事前連絡をいただいておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 

議  長   番号２番。 

 

太田委員   １番、太田です。これは１０日の日に地元推進委員と現地を確認いたしまし

た。事務局の説明のとおり問題ないであろうということで、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   番号３番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。１月１０日に、私は所用があり現地確認できませんでした

が、地元推進委員と事務局が現地確認しました。問題なしということで報告を

受けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       番号４番。 

       私の担当地区ですが、地元推進委員も別に問題なしということで、事務局の

説明のとおりよろしくお願いします。 

       番号５番。 
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淺生委員   １２番、淺生です。地元推進委員と現地確認をした結果、別に問題なしとい

うことでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとう。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第７号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地

上権）、事務局のご説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２７ページをお願いいたします。 

       議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）

でございます。 

       番号１、地区 椋本、借人     、貸人     、申請地 芸濃町椋

本墓沢    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 １，２２１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２１年間の地上権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は９７０㎡、転用面積の７９％に当たります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   事務局のご説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

川口委員   １０番、川口です。１０日の日に会長、部会長、地元推進委員と現地確認い

たしました。当該地はこれまでにも同じ転用目的で申請され許可されている隣

接地に位置します。地元推進委員２名からも特に意見はなく、事務局の説明ど

おりで問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第８号については許可することに決定いた

します。 

       次に、議案第９号 非農地証明について、事務局のご説明をお願いします。 
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事 務 局   議案書２８ページをお願いいたします。 

       議案第９号 非農地証明についてでございます。 

       番号１、地区 村主、願出者     、申請地 安濃町浄土寺北中

砂    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ７５７㎡。 

       これにつきましては、提出いただきました平成４年１０月２８日に国土地理

院が撮影しました航空写真によりまして、申請地には、この時点で既に広場と

いう形になっていることが確認できます。 

       件数はこの１件で、この案件につきまして、農地以外の用に供され、２０年

以上が経過している土地であり、これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱

要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明を

しても差し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   事務局のご説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 

 

平井委員   １３番、平井です。１月の１０日の日に現地確認を行いました。地元推進委

員も問題なしということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第９号については証明することに決定いた

します。 

       次に、議案第１０号 買受適格証明願（公売）について、事務局の説明をお

願いします。 

 

事 務 局   ２９ページをお願いいたします。 

       議案第１０号 買受適格証明願（公売）についてでございます。 

       番号１、地区 敬和、公売対象農地が末広町    、台帳地目 田、現況

地目 畑、面積 ５９９㎡、申請人     、耕作面積 ５，２５５㎡。 

       これにつきましては、津地方裁判所が行います不動産競売に参加するための

証明願で、落札後は、農地として営農を拡大するもので、農地法第３条の許可

申請が添付されております。 

       なお、この農地法第３条の許可申請につきまして、全部効率利用要件、農作

業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えております。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局のご説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１番。 
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佐野委員   １９番、佐野です。今ありました事務局の説明どおりで問題ないと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第１０号については証明することに決定い

たします。 

       次に、別冊でお配りしました議案第１１号 農業経営基盤強化促進法第１８

条の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局   議案第１１号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定についてでございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別表をご覧いただきたいと思いま

す。 

       地区別に、下の合計欄のところで説明をさせていただきます。 

       まず、津地区をご覧いただきたいと思います。田の賃貸借、使用貸借で１７

万５３６㎡、畑の賃貸借、使用貸借で５，２０８．６㎡、契約件数は８５件で

ございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３万３１３㎡、畑の使用

貸借で２１４㎡、契約件数は１２件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３万７，５８１㎡、畑の

賃貸借で７，７１５㎡、契約件数１７件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１万７，５０３㎡、契約

件数は８件でございます。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借で８９９㎡、契約件数１件でございま

す。 

       香良洲地区につきましては、田の賃貸借で５，７２３㎡、契約件数１件でご

ざいます。 

       以上、合計で他の集積につきましては、賃貸借、使用貸借を合わせまして２

６万２，５５５㎡、畑の集積が賃貸借、使用貸借で１万３，１３７．６㎡、契

約件数の合計が１２４件、合計面積は２７万５，６９２．６㎡となっておりま

す。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       まず、津地区で３８件、河芸地区で８件、安濃地区が１５件、芸濃地区６件

で合計６７件、合計面積は２１万３、０３２㎡でございます。 

       今回の利用集積計画のうち、件数で５４％、面積では７７．３％が認定農業

者に集積されております。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に
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該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。 

       説明が終わりました。初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

       

議  長   次に、整理番号１０３についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号１４、外１７件についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号６５、外３件についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この２件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 
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       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号６、外７５件の    に関する分についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   皆さん、この件についていかがですか、３４件について。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

します。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、議案第１１号について、全て適正であると認め、市長に進達する

ことにいたします。 

       以上で、部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

       第１回第１農地部会を終了いたします。 

 

                             午前１１時０２分 

 

 

上記は、第１１回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成３０年１月１７日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 


